
 

 

 ファイル番号 国審管６ 

個人情報ファイルの名称 教育貸付信用調査票 

行政機関等の名称 株式会社日本政策金融公庫 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

国民生活事業本部 融資企画部（顧客相談グループ）、審査企画部、生

活衛生業務部（教育貸付グループ）、管理企画部、教育ローンセンター、

地区債権業務室、 

農林水産事業本部 再生支援部、 

中小企業事業本部 企業支援部、企業サポート室支援課、 

支店（国民生活事業、農林水産事業） 

個人情報ファイルの利用目的 

教育貸付にかかるご融資の判断、お取引の管理、融資制度のご案内、（公

財）教育資金融資保証基金の保証に関する公庫と基金との間における情

報交換 

記録項目 別紙のとおり 

記録範囲 
教育貸付（直接扱）の借入申込者（連帯借入申込者を含む。）、予定連帯

保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 

公庫による調査、申込関係書類、借入申込者（連帯借入申込者を含む）

及び予定連帯保証人からの聴取、公庫が加盟する信用情報機関（株式会

社シー・アイ・シー、全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター）、

同機関が提携する個人信用情報機関 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

□ 含む 

■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 
借入申込者が（公財）教育資金融資保証基金による保証を希望する場合

は、（公財）教育資金融資保証基金 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

・ 株式会社日本政策金融公庫 本店 情報公開・個人情報保護窓口 

〒100-0004 東京都千代田区大手町１－９－４ 

・ 株式会社日本政策金融公庫 支店 情報公開・個人情報保護窓口 

支店の所在地については、別添参照 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有 □無 

http://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html


行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

□ 該当 

■ 非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
－ 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

－ 

備 考 － 

 



別 紙 

１ 教育貸付信用調査票 

１．受付番号 ２．申込金額 ３．貸付年月日 ４．貸付番号 ５．借入意思確認（申込人名、生年

月日、学生・生徒との続柄、確認日時、確認方法、架電・訪問先、架電先電話番号、本人確認根拠、

確認根拠詳細、聴取内容） ６．連帯借入・保証意思確認（氏名、生年月日、申込人との関係、確認

日時、確認方法、架電・訪問先、架電先電話番号、本人確認根拠、確認根拠詳細、聴取内容） ７．

総合判定 

 

２ 教育貸付慎重審査票 

１．受付番号 ２．申込者名 ３．担当者印 


